
第１回 南海地震対策高台移転検討ＷＧ 

 

日時：平成２４年４月２６日（木） 

１５：００～１７：００ 

                           場所：３階 防災作戦室 

 

次    第 

１ 開 会 

 

２ 議 題 

（１）このＷＧの目的について               【資料１】 

（危機管理部南海地震対策課） 

（２）今後のスケジュールについて             【資料２】

（危機管理部南海地震対策課） 

  （３）防災集団移転促進事業について            【資料３】 

                               （土木部都市計画課・防災砂防課） 

（４）現位置での高層化について              【資料４】 

（土木部住宅課） 

（５）津波防災地域づくり法について            【資料５】 

                         （危機管理部南海地震対策課） 

（６）次回のＷＧに向けて                 【資料６】 

                         （危機管理部南海地震対策課） 

 

３ 閉 会 



平成２４年４月２６日（木）

　　１５：００　～　１７：００

高知県庁３階　防災作戦室

第１回　南海地震対策高台移転検討ＷＧ　配席図
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出　欠 氏　名 役　職

1 ○ 堀田　幸雄 危機管理部南海地震対策課長

2 ○ 鷲頭　美央 総務部財政課長

3 ○ 橋口　欣二 健康政策部医療政策・医師確保課企画監（医療政策調整担当）

4 代理○ 筒井　淳三 地域福祉部高齢者福祉課長補佐

5 ○ 松下　和清 産業振興推進部地域づくり支援課長

6 ○ 細木　邦郎 商工労働部商工政策課長

7 ○ 伊佐　寛 農業振興部農地・担い手対策課長

8 ○ 安岡　泰平 林業振興・環境部治山林道課長

9 ○ 中城　盛男 水産振興部漁港漁場課長

10 ○ 高橋　隆 土木部用地対策課長

11 ○ 藤平　大 土木部防災砂防課長

第１回　南海地震対策高台移転検討ＷＧ　出欠

12 ○ 永野　聖 土木部都市計画課長

13 ○ 村上　真祥 土木部住宅課長

14 ○ 後藤　孝一 土木部建築指導課長

15 代理○ 依岡　隆 土木部港湾・海岸課長補佐

16 ○ 沢近　昌彦 教育委員会学校安全対策課長

○はＷＧ長



南海地震対策高台移転検討ＷＧの設立について 

 

 １．目 的 

  ３月３１日に公表された「南海トラフの巨大地震による震度分布・津波高」にお

いて、最大クラスの津波高が、黒潮町と土佐清水市で３０ｍを超えるなど、１０市

町村で２０ｍを超える大変厳しい結果となった。 

  このクラスの津波に対応するためには、従来の「逃げる対策」に加え、事前に高

台へ移転することや現位置での高層化も視野に入れた検討が必要と考えられるこ

とから、南海地震対策再検討プロジェクトチームに「高台移転検討ＷＧ」を設置し、

全庁的に検討を行う。 

 

２．ＷＧメンバー 

○総務部 財政課長 

○危機管理部 南海地震対策課長 

○健康政策部 医療政策・医師確保課企画監（医療政策調整担当） 

○地域福祉部 高齢者福祉課長 

○産業振興推進部 地域づくり支援課長 

○商工労働部 商工政策課長 

○農業振興部 農地・担い手対策課長 

○林業振興・環境部 治山林道課長 

○水産振興部 漁港漁場課長 

○土木部 用地対策課長 

○土木部 防災砂防課長 

○土木部 都市計画課長 

○土木部 住宅課長 

○土木部 建築指導課長 

○土木部 港湾・海岸課長 

○教育委員会 学校安全対策課長 

 

 ３．検討する事項 

   ○高台移転の方法 

    ・移転手法（集団移転やまちづくりの秩序を保ちつつ徐々に移転する手法） 

    ・現行法の整理（事業執行、規制関係） 

    ・活用できる事業の整理 

    ・跡地の利用方法 

   ○現位置での高層化 

    

事前復興の観点で、一定の時間をかけての移転が可能となる制度の政策提言
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南海トラフ巨大地震対策検討ＷＧ（国） 南海地震対策再検討ＰＴ 南海地震対策高台移転検討ＷＧ

４月

（上旬）

（中旬）

（下旬）

５月

（上旬）

（中旬）

（下旬）

６月

（上旬）

（中旬）

南海地震対策高台移転検討ＷＧ　　検討スケジュール

4/20 第１回 開催

4/5 開催

・このWGの目的について

・防災集団移転促進事業について

・現位置での高層化について

・津波防災地域づくり法について

4/26 第１回

・各部局での課題の洗い出しと対策

５月中旬 第２回

※月１～２回程度

開 催

５月末 国想定 公表

人

的

・
物

的

被

害

の
推

計

対
策
の
検
討
・提
言
内
容
の
と
り
ま
と
め

※月１回程度

開 催

ＷＧでの検討

内容の報告

適宜

第１弾 県想定 発表

・具体的な提言内容のとりまとめ

６月中旬 第３回

市町村の意見集約

（下旬）

７月

（上旬）

（中旬）

（下旬）

８月

（上旬）

（中旬）

（下旬）

９月

（上旬）

（中旬）

（下旬）

１０月

（上旬）

（中旬）

（下旬）

当 面 実 施 す べ き

対 策 の と り ま と め

（夏 頃）

人

的

・
物

的

被

害

の
推

計

対
策
の
検
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・提
言
内
容
の
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ま
と
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経

済

被

害

等

の
推

計

秋頃

第２弾 県想定 発表

・具体的な提言内容のとりまとめ

６月中旬 第３回

政 策 提 言
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現位置での高層化について 

土木部住宅課 

 

１．目的 

 ・近傍に移転できる高台がない、漁業等のため移転できない等の理由により、現位置での

津波対策を行わざるを得ない地区について、想定される津波に対して十分安全な（＝避

難しなくてよい）対策を検討する。 

 

２．対象地区の考え方 

（１）想定される津波浸水高が数メートル程度であること 

    （これを超える場合、現位置での対策では十分な安全性を確保できない） 

 （２）近傍に移転できる高台がないこと 

 （３）漁業等、現位置に住み続けなければならない要因があること 

           等 

 

３．「高層化」の考え方 

 （１）個々の建物ごとの高層化 

    ・個々の建物の１階部分をピロティ化、もしくは個々の盛土の上に建物を建築 

 （２）建物を集約して高層化 

    ・１階部分をピロティ化した集合建築物、もしくは盛土した上に集合建築物を建築 

 （３）盛土した上に個々の建物を建築 

 

４．支援の考え方 

 （１）地区を指定した上で、地区内でのピロティ建築や盛土にかかる費用等を支援 

 （２）地区を指定した上で、個々の建物を集約して集合建築物化にかかる費用等を支援 

 （３）地区を指定した上で、盛土に係る費用等を支援 

           等 

 

５．検討課題 

  ・対象地区の考え方は上記２で良いか 

  ・ピロティ、盛土がどれくらいの津波に耐えうるか（技術的検討） 

  ・地区での合意形成ができるか 

  ・どこまで支援するか（計画費用、ピロティ・盛土費用、再建築費用、等） 

  ・住民に事業費用の負担力がない場合どうするか（公共団体施行の可能性） 

  ・既存の事業手法（市街地再開発事業、区画整理事業等）の適用ができるか 

           等 
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 ●津波防災地域づくりに関する法律 
                                            

東日本大震災により甚大な被害を受けた地域の復興にあたっては、将来を見据えた津波災害に強い地
域づくりを推進する必要がある。また、将来起こりうる津波災害の防止・軽減のため、全国で活用可能な
一般的な制度を創設する必要がある。 

津波による災害の防止等の効果が高く、将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域の整
備等を総合的に推進することにより、津波による災害から国民の生命、身体及び財産の保護を図るた
め、市町村による推進計画の作成、推進計画の区域における所要の措置、津波災害警戒区域における
警戒避難体制の整備並びに津波災害特別警戒区域における一定の開発行為及び建築物の建築等の制限
に関する措置等について定める。 

施策の背景 

このため、ハード・ソフトの施策を組み合わせた 
「多重防御」による「津波防災地域づくり」を推進する 

概要 

基 本 指 針 （国土交通大臣） 

 

市町村は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波防災地域づくりを総合的に推進す
るための計画（推進計画）を作成することができる。 

推進計画の作成 

  津波防災住宅等建設区
の創設 

都道府県による 

集団移転促進事業計画
の作成 

津波避難建築物の 
容積率規制の緩和 

特例措置 

都道府県知事は、基本指針に基づき、津波浸水想定（津波により浸水するおそれがある土地の区域
及び浸水した場合に想定される水深）を設定し、公表する。 

津波浸水想定の設定 

・都道府県知事は、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警戒区域として指定す 
 ることができる。 
・都道府県知事は、警戒区域のうち、津波災害から住民の生命及び身体を保護するために一定の開 
 発行為及び建築を制限すべき土地の区域を、津波災害特別警戒区域として指定することができる。 

都道府県知事又は市町村長は、盛土構造物、閘門等の津波防護施設の新設、改良その他の管理を
行う。 

津波防護施設の管理等 

一団地の津波防災 

拠点市街地形成施設
に関する都市計画 

（推進計画区域内における特例） 

津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定 
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基本指針の概要 

 

津波防災地域づくりを総合的に推進するための基本的な指針として国土交通大臣が定める。 

基 本 指 針 と は 

記 載 事 項 
 
 

○ 東日本大震災の経験や津波対策推進法を踏まえた対応 

○ 最大クラスの津波が発生した際も「なんとしても人命を守る」 
○ ハード・ソフトの施策を総動員させる「多重防御」 
○ 地域活性化も含めた総合的な地域づくりの中で効果的に推進 

○ 津波に対する住民等の意識を常に高く保つよう努力 

 
 

 

○ 津波対策の基礎となる津波浸水想定の設定等のための調査 

○ 都道府県が、国・市町村と連携・協力して計画的に実施 

○ 海域・陸域の地形、過去に発生した地震・津波に係る地質等、
土地利用の状況等を調査 

○ 広域的な見地から必要なもの（航空レーザ測量等）については
国が実施 

 

○ 都道府県知事が、最大クラスの津波を想定し、悪条件下を前
提に浸水の区域及び水深を設定 

○ 津波浸水シミュレーションに必要な断層モデルは、中央防災会
議等の検討結果を参考に国が提示 

○ 中央防災会議等で断層モデルが検討されていない海域でも、
今後、過去の津波の痕跡調査等を実施し、逆算して断層モデル
を設定 

○ 広報、印刷物配布、インターネット等により、住民等に十分周知 

 

 

＜津波災害警戒区域＞ 
 

○ 住民等が津波から「逃げる」ことができるよう警戒避難体制を
特に整備するため、都道府県知事が指定する区域 

○ 避難施設や特別警戒区域内の制限用途の建築物に制限を加
える際の基準となる水位（基準水位）の公示 

○ 警戒区域内で市町村が以下を措置。 

 － 実践的な内容を盛り込んだ市町村防災計画の作成・避難訓 
練の実施 

 － 住民の協力等による津波ハザードマップの作成・周知 

 － 指定・管理協定により、地域の実情に応じて避難施設を確保 

 － 社会福祉施設等で避難確保計画の作成・避難訓練の実施 
 

＜津波災害特別警戒区域＞ 
 

○ 防災上の配慮を要する者等が建築物の中に居ても津波を「避
ける」ことができるよう、都道府県知事が指定する区域 

○ 生命・身体に著しい危害が生ずる恐れがあり、一定の建築行
為・開発行為を制限すべき区域を指定 

○ 指定の際には、公衆への縦覧、関係市町村の意見聴取等に
より、地域の実情を勘案し、地域住民の理解を深めつつ実施 

１．津波防災地域づくりの推進に関する基本的な事項 

２．基礎調査について指針となるべき事項 

３．津波浸水想定の設定について指針となるべき事項 

５．警戒区域・特別警戒区域の指定について指針となるべき事項 

 

 

○ 市町村が、ハード・ソフトの施策を組み合わせ、津波防災地域
づくりの姿を地域の実情に応じて総合的に描く 

○ 既存のまちづくりに関する方針等との整合性を図る 
 
 

○ ハード事業と警戒区域の指定等のソフト施策を効果的に連携 

○ 効率性を考えた津波防護施設の整備 

○ 防災性と生活の利便性を備えた市街地の形成 

○ 民間施設も活用して避難施設を効率的に確保 

○ 記載する事業等の関係者とは、協議会も活用して十分に調整 

○ 対策に必要な期間を考慮して将来の危機に対し効果的に対応 

４．推進計画の作成について指針となるべき事項 

右上に続く 




